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国 税/6月分源泉所得税の納付    7月 10日

国 税/納期の特例を受けた源泉所得税 (1月 ～6月

分)の納付          7月 10日

国 税/所得税予定納税額の減額承認申請

7月 15日

国 税/所得税予定納税額第 1期分の納付

7月 31日

国 税/5月 決算法人の確定申告 (法人税・消費税

等 )、 11月 決算法人の中間申告 7月 31日

国 税/8月 、11月 、2月 決算法人の消費税等の中

間申告 (年 3回の場合)    7月 31日

地方税/固定資産税 l者[市計画税)第 2期分の納付

市町村の条例で定める日

労 務/社会保険の報酬月額算定基礎届 7月 10日

労 務/労働保険料  (概算・確定)申告書の提出、

納付 (全期 。第 1期分)    7月 10日

労 務/障害者 。高齢者雇用状況報告  7月 15日

労 務/労働者死傷病報告 (4月 ～6月分)7月 31日
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■ 7月 の 税 務 と 労 務 1曽

●
ント i

●

中小企業の事業主が、iDeCoに 加入してい

る従業員の掛金に上乗せして、掛金を拠出で

きる制度。本制度を利用するには、企業型確

定拠出年金などの企業年金を実施していない

従業員300人以下の中小企業であることが要

件。事業主掛金は全額損金算入でき、加入者

.掛金は全額が所得控除の対象となります。
●

7月 号 ―-4

ク イ麗 金 ズ

お酒には食料品などのような生活必

需品とは異なる特殊な嗜好品としての

性格に着目して酒税を課 しています。

それでは、最も多く税金がかかってい

るお酒は、次のうちどれでしょうか?

① ビール

② 清酒

③ ウイスキー

【解説】
お酒は、種類ごとの生産・消費の状況等

を踏まえた税負担を求めるため、その製造

方法や性状等によりお酒を分類 し、それぞ

れ異なる税率を定めています。また、お酒

には酒税のほかに消費税がかかります。

お酒の値段に占める酒税と消費税の合計

額の割合 (酒税等負担率)は、ビール633
mゼ で40.7°/。 、 同350mを で37.4°/。 、発泡 ,酉

350mを で33.8°/。、清酒 1,800mゼ で 17.3°/。 、

果実酒 720mを で 19.OO/。 、焼酎甲類 1,800

mゼ で37.5°/O、 焼酉寸乙類 1,800mゼ で30.80/。、

ウイスキー700mゼで2340/。 です。

なお、現在、類似する酒類間の税率格差

が商品開発や販売数量に影響を与えている

状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回

復する等の観点から、税収中立の下、酒税

の改正が段階的に実施されています。

ビール系飲料の税率は、令和 8年 10月

に 1足 当 た り15万 5千 円 (350mゼ 換 算

54.25円 )に一本化されます。ビールは値

下げ、発泡酒は値上がりです。清酒、果実

酒等の醸造酒類の税率は、令和5年 10月

に1足当た
',10万

円に一本化されました。

清酒は値下げ、果実酒は値上げです。チュー

ハイ等の発泡性酒類の税率は、令和8年

10月 に1肥当たり10万円 (350mを換算35

円)に引き上げられます。…何を飲んだら

お得なのか、わからなくなってきました。

正解は、①ビールでした。

(出典 :財務省資料)

WORD
が未分割のときの申告

相続税の申告期限は、相続財産が分割さ

れていない場合であっても被相続人が死亡

したことを知った日の翌日から10か 月以

内です。分割されていないことで相続税の

申告期限が延びることはあ
',ま

せん。

相続財産の分割協議が成立 していないと

きは、各相続人が民法に規定する相続分叉

は包括遺贈の割合に従って財産を取得 した

として相続税の額を計算 し、申告と納税を

することになります。その際、小規模宅地

等の減額や配偶者の税額軽減等の特例は適

用できません。この申告をした後に、相続

財産の分割が行われ、その分割に基づき計

算 した税額と申告 した税額とが異なるとき

は、修正申告又は更正の請求をすることが

できます。このときにおいて上記の特例を

適用することができますが、特例の適用が

できるのは、原則として申告期限から3年

以内に分割があった場合に限られます。

瞑

消
費
税

転
貸
を
前
提
と
し
た
住
宅
の
貸
付
け

個
人
Ａ
が
Ｂ
社
に
ア
パ
ー
ト
を

一

括
賃
貸
し
て
、
Ｂ
社
が

一
般
に
居
住

用
と
し
て
賃
貸
し
ま
す
。
消
費
税
は
、

Ｂ
社
と
賃
借
人
と
の
賃
借
料
は
非
課

税
で
す
が
、
Ａ
と
Ｂ
社
の
間
で
の
賃

借
料
は
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
つ
か
。

住
宅
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
契

約
に
お
い
て
人
の
居
住
の
用
に
供
す

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
場

合
に
つ
い
て
非
課
税
と
な
り
ま
す
か

ら
、
賃
借
人
が
転
貸
す
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
転
貸
後
に
お
い
て
住
宅

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
契
約
書
そ

の
他
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
住
宅
の
貸
付
け
に
該

当
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱

い
、
非

課
税
と
な
叩
ま
す
。

つ
ま
り
転
貸
後
に
お
い
て
、
住
宅

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
Ａ
と
Ｂ
社

の
間
の
賃
貸
借
契
約
書
等
で
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
れ
ば
、
Ａ
と
Ｂ
社
の
間

の
賃
借
料
も
非
課
税
と
な
り
ま
す
。
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令和 7年度税制改正
～所得税関係～

年収の壁とは

昨
今
、
「
１
０
３
万
円

の
壁
」
と

い
う
言
葉
が
頻
繁
に
新
聞

・
テ
レ
ビ

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
取
り
上
げ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
１
０
３
万
円
と
は
、

給
与
所
得
控
除
の
５５
万
円
と
所
得
税

の
基
礎
控
除
で
あ
る
４８
万
円
を
合
計

し
た
金
額
で
あ
り
、
給
与
収
入
に
係

１
０
３
万
円
は
所
得
税

の
非
課
税

限
度
額
で
す
。
妻
が
パ
ー
ト

・
ア
ル

バ
イ
ト
従
業
員
、
夫

（扶
養
者
）
が

会
社
員
の
例
で
説
明
す
る
と
、
令
和

６
年
ま
で
は
、
妻
の
給
与
の
年
間
収

入
金
額
が
１
０
３
万
円
以
下

（合
計

所
得
金
額
４８
万
円
以
下
）
で
あ
れ
ば
、

ま
と

め

今
後
、
社
会
保
険
加
入
の
基
準
も

順
次
見
直
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
想
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
働
き
手

の
側
も
、

雇
用
す
る
測
も
、
年
収

の
壁
を
め
ぐ

る
今
後

の
改
正
に
は
、
十
分
配
意
し

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

諜

万
円
の
壁
と
幾

１
５
０
万
円
と
２
０
１
万
円
の
壁

は
税
金

の
壁
で
す
。
前
述
の
、
妻
が

パ
ー
ト

・
ア
ル
バ
イ
ト
従
業
員
、
夫

（扶
養
者
）
が
会
社
員

の
例
で
、
令

和
６
年
ま
で
の
金
額
基
準
を
み
て
い

き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
妻
の
給
与
の

年
間
収
入
金
額
が
１
０
３
万
円
を
超

え
た
場
合
、
夫
は
所
得
税

の
配
偶
者

控
除
は
適
用
で
き
ま
せ
ん
が
、
妻

の

合
計
所
得
金
額
と
夫

の
合
計
所
得
金

額
に
応
じ
て
、

３８
万
円
か
ら
１
万
円

ま
で
の
配
偶
者
特
別
控
除
を
、
夫
が

適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

配
偶
者
特
別
控
除
は
妻
の
合
計
所

得
金
額
に
応
じ
て
、
満
額
で
あ
る
３８

万
円
か
ら
順
次
減
額
さ
れ
ま
す
が
、

１
５
０
万
円
は
、
配
偶
者
特
別
控
除

を
満
額
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
妾
の
給
与
の
年
間
収
入
金
額
を

指
し
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
２
０
１

万
円
は
、
配
偶
者
特
別
控
除
そ
の
も

の
が
適
用
で
き
な
く
な
る
金
額
で
す
。
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令
和
７
年
度
税
制
改
正
で
は
、
物

価
上
昇
局
面
に
お
け
る
税
負
担
の
軽

減
と
就
業
調
整
対
策

の
観
点
か
ら
、

所
得
税
の
基
礎
控
除
額
と
給
与
所
得

控
除
の
最
低
保
障
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ

１０
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
令

和
７
年
分
以
降
の
給
与
所
得
控
除
の

額
は
、
【表
１
】
の
と
お
り
で
す
。

こ
れ
に
加
え
て
、
基
礎
控
除
の
上

乗
せ
が
行
わ
れ
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

令
和
７
年
分
と
８
年
分
の
所
得
税
に

つ
い
て
は
、
【
表

２
】

の
と
お
り
、

合
計
所
得
金
額
６
５
５
万
円

（給
与

収
入
８
５
０
万
円
）
以
下
の
場
合
に

４
段
階

で
控
除
額

の
上
乗

せ

（
加

算
）
を
行

い
、
令
和
９
年
分
以
降
に

つ
い
て
は
、

【
表

３
】

の
と
お
り
、

合
計
所
得
金
額
１
３
２
万
円

（給
与

収
入
２
０
０
万
円
）
以
下
の
場
合
に

３７
万
円
の
上
乗
せ
を
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

以
上

の
改
正
が
行
わ
れ
た
結
果
、

１
０
３
万
円
で
あ

っ
た
所
得
税

の
非

課
税
限
度
額
は
１
６
０
万
円

（
一
般

的
な
社
会
保
険
料
支
払

い
が
あ
る
場

合
は
１
８
８
万
円
）
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。
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一．卜
穐
ベ

る
所
得
税
の
非
課
税
限
度
額
を
示
し

た
も
の
で
す
。

パ
ー
ト

・
ア
ル
バ
イ
ト
従
業
員
が
、

所
得
税
が
発
生
す
る
こ
と
を
避
け
る

た
め
、
年
間
の
給
与
収
入
が
１
０
３

万
円
を
超
え
な

い
よ
う
勤
務
時
間
の

調
整
を
図
る
こ
と
は
、
ど
の
職
場
で

も
広
く
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
１
０

３
万
円
の
壁
の
存
在
が
職
場
の
人
手

不
足
の

一
因
に
な
つ
て
い
る
と
の
指

摘
も
あ
り
、
様

々
な
議
論

の
結
果
、

令
和
７
年
度
税
制
改
正
で
見
直
し
が

行
わ
れ
た
の
で
す
。

給
与
所
得

の
収
入
金
額
に
つ
い
て

は
、
１
０
３
万
円
の
ほ
か
、
１
０
６

万
円

。
１
３
０
万
円
・
１
５
０
万
円

。

２
０
１
万
円
に
つ
い
て
も
税
金
や
社

会
保
険
料
負
担
が
生
じ
る
壁
が
あ
り

ま
す
。
今
回
は
、
こ
れ
ら
の
壁
の
種

類
と
１
０
３
万
円
の
壁
の
改
正
内
容

を
み
て
い
き
ま
す
。

妻
は
所
得
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
、
夫

の
合
計
所
得
金
額
に
応

じ
て
、

３８
万
円
か
ら
１３
万
円

（妻
が

７０
歳
以
上
の
場
合
は
４８
万
円
か
ら
１６

万
円
）
の
配
偶
者
控
除
を
、
夫
が
適

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

蔭
万
円
の
壁
と
は
？

１
０
６
万
円
は
社
会
保
険
加
入
の

基
準
と
な
る
金
額
で
す
。
従
業
員
数

５‐
人
以
上
の
企
業
で
働
く
パ
ー
ト

・

ア
ル
バ
イ
ト
従
業
員
で
、
週
の
所
定

労
働
時
間
が
２０
時
間
以
上
か

つ
給
与

の
年
間
収
入
金
額
が
１
０
６
万
円
以

上
と
な
っ
た
場
合
な
ど
に
、
社
会
保

険

の
加
入
義
務
が
生
じ
ま
す
。

健
康
保
険
料
や
厚
生
年
金
保
険
料

の
負
担
が
生
じ
る
と
、
給
与
の
手
取

り
金
額
が
減
る
た
め
、
所
得
税

の
１

０
３
万
円
の
壁
と
同
様
、
パ
ー
ト

・

ア
ル
バ
イ
ト
従
業
員
が
労
働
時
間
の

調
整
を
行

い
、
結
果
的
に
人
手
不
足

の
原
因
に
な
つ
て
い
る
と
の
指
摘
が

あ
り
ま
す
。

１
３
０
万
円
も
社
会
保
険
に
関
す

る
基
準
と
な
る
金
額
で
す
。
給
与
の

年
間
収
入
金
額
が
１
３
０
万
円
を
超

え
た
場
合
は
、
１
０
６
万
円
の
壁
と

異
な
り
、
勤
務
先
の
規
模
な
ど
に
関

わ
ら
ず
、
全
て
の
人
に
国
民
健
康
保

険
や
国
民
年
金
の
加
入
義
務
が
生
じ

ま
す
。

葦

万
円
の
壁
と
遺

〔参考資料〕
財務省

パンフレット
「令和7年度
税制改正」

【表 1】 給与所得控除の額 (令和7年分以降)

【表 2】 基礎控除額 (令和 7年分・同 8年分)

【表 3】 基礎控除額 (令和 9年分以降)

諜

”凹
の壁と述

190万円以下 65万円

190万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円

360万円超 660万 円以下 収入金額×20%+44万 円

収入金額 X10%+110万 円660万円超 850万 円以下

850万円超 195万円 (上限)

総導等の収入金額 帯卜と||||||||ド
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95万 円132万円以下 37万 円

30万 円 88万 円132万円超  336万円以下

10万円 68万円336万円超  489万 円以下

5万円 63万円489万円超  655万円以下

655万円超 2′ 350万 円以下

58万 円

58万円

2′ 350万 円超 2′ 400万円以下 48万円 48万円

2′400万円超 2,450万円以下 32万 円 32万 円

2′450万円超 2′ 500万 円以下 16万円 16万円

2′500万円超 0 0

37万 円 95万 円132万円以下

58万円132万円超 2′350万 円以下
58万 円

48万円 48万円2′350万 円超 2′400万円以下

32万円 32万円2′400万円超 2′450万円以下

16万円 16万円2′450万円超 2′500万円以下

0 02′500万 円超
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